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（目的） 

第１条 この規程は、定款第 4条第 1項に掲げる事業を行うために公益財団法人プラン・インターナシ

ョナル・ジャパン（以下「本財団」という。）が受領する寄付金に関し、必要な事項を定めるものとす

る。 

 

(寄付金の種類) 

第２条 本財団が受領する寄付金は次の各号に区分する。 

（１）スポンサーシップ寄付金 

（２）マンスリー・サポーター寄付金 

（３）プロジェクト特定寄付金 

（４）プロジェクト無特定寄付金 

（５）受取メモリアル・ファンド 

（６）その他寄付金 

２  前項に定める寄付金の定義は、別表に定めるものとする。 

 

（寄付金の募集） 

第３条 本財団は定款第 4 条第 2 項に基づき、広く一般社会より常時、前条に掲げる寄付金を募るこ

とができる。 

２ 寄付金は、募集対象、募集理由、その他必要な事項を説明し募集しなければならない。 

３ 寄付金は、寄付金総額の 50％以上を公益目的事業に使用することとして募集しなければなら

ない。 

４ 本財団は、寄付金の募集を行わない場合でも、一般の個人、法人または団体からの申出によ

り前条に掲げる寄付金を受けつけることができる。 

５ ただし、本財団は次の各号のいずれかに該当する寄付金については、受け入れないもの

とする。 

（１）寄付者の税の不当な軽減に利用される可能性があるもの 

（２）前号に掲げるもののほか、本財団の業務の遂行上支障があると認められるもの、本財団

が受け入れるには社会通念上不適当と認められるものまたは本財団の目的に照らし不

適当と認められるもの 

６ 法令に定められた激甚災害またはこれに準ずる規模の災害が発生した場合には、本財団は

被災地域および被災地域に準ずる地域に居住する寄付者からの一部または全部の寄付金の受

入れを一定期間停止することができる。 

７ 前項の規定による寄付金受入れの停止の実施および地域の決定、ならびに寄付金受入れの

停止の解除の実施は理事長の決裁による。 

 

（領収証の発行） 
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「  寄付受入への第一歩」（参考資料）

１．寄付団体のトップページ 

 

 

 

 

 

 

２．団体の紹介（活動の基本方針） 
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3．団体の紹介（団体の位置付け） 

 

 

3．団体の紹介（活動分野） 
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4．寄付の要請（主要寄付スキームの説明） 
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5．個人情報の取り扱いの明記 

 
 

6．活動レポートのトップページ 

 

7．Girl の経過報告（若年層の女性の経済的自立プロジェクト～トーゴ～） 
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8．MS の経過報告（児童労働をなくす地域づくりプロジェクト～インド～） 

 

 

9．緊急支援のレポート（東アフリカ食糧危機） 

 

 

以上 
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